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平成２８年度 税制改正解説
法人税～減価償却制度の見直し

１．改正の概要

２．実務上の留意点
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• 法人税率の引下げに伴う財源確保のため、減価償却について建物と一体的に整備される建物附属設備や構築物の償却方法として、定
率法が廃止されます。

① 建物附属設備及び構築物の減価償却方法について定率法が廃止され、定額法となります。

② 鉱業用減価償却資産のうち、建物、建物附属設備及び構築物について定率法が廃止され、定額法又は生産高比例法となります。

• 定率法から定額法に変更した場合、初期の償却費が少なくなるので、初期の税負担が増加する。

• 会計上の償却方法を変更するか否かを検討する必要がある。

資産の区分

償却方法

改正前 改正案

建物附属設備及び構築物
（鉱業用のこれらの資産を除く。）

定額法
又は

定率法
定額法

鉱業用減価償却資産
（建物、建物附属設備及び構築物に限る。）

定額法、定率法
又は

生産高比例法

定額法
又は

生産高比例法

定率法
償却費

定額法
償却費

経過年数

償却費

〇定率法と定額法の償却費を比べると、グラフ
から見て分かるように、初期における償却費
が減少する。

〇平成28年4月1日以後に取得する資産について適用される。


